
１８２０１３．１１ 広報なかの

不
法
投
棄
・
違
法
な
野
外
焼
却
は
犯
罪
で
す

検挙年月日 行為者 内容 刑罰内容

Ｈ ２４．１．１３
男性

(6１ 歳 )

家庭内で出た衣類・紙類等の処分が面倒で
あるとの理由から、それらの廃棄物約 ２５．１
㎏を道路脇の空き地に投棄した。

罰金
３0 万円

Ｈ２４．２．１７ 女性
(５6 歳）

家庭内で出たフライパン・プラスチック容
器等の不用品の処分にあたり、処分が面倒
であることから、それらの廃棄物約 ２0．２㎏
を山林内に投棄した。

罰金
３0 万円

Ｈ ２４．４．１８
男性

(２４ 歳） 
他１名

転居に際し、不要となったガスボンベ・ガ
スコンロ等の処分に困り、それらの廃棄物
約 ３５．５㎏を空地に投棄した。

罰金
３0 万円

Ｈ２４．５．２１ 男性
(４８ 歳 )

不要となった自転車・のぼり旗等の処分が
面倒になったことから、それらの廃棄物約
１60㎏を河川敷に投棄した。

罰金
５0 万円

Ｈ２４．７．１0 男性
(４１ 歳 )

農作業で不要となったポリタンク・農機具
廃材等の処分に困り、それらの廃棄物約
２４6．6㎏を空き地に投棄した。

罰金
５0 万円

Ｈ２４．８．２４ 男性
(５４ 歳 )

家庭内で出た衣類・紙くずなどの処分が面
倒であるとの理由から、それらの廃棄物約
９４．５㎏を山林内に投棄した。

罰金
２0 万円

Ｈ ２４．１0．３ 男性
(6７ 歳 )

家庭内で出たファンヒーター・テレビ等の
不要になった家電製品等の廃棄物約 ３８．１㎏
を空き地に投棄した。

罰金
３0 万円

　

例
年
１１
月
は
、
違
法
な
野
外
焼

却
が
多
く
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、

早
朝
夜
間
の
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
を

強
化
し
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
、
違
法
な
野
外
焼
却

は
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

環
境
に
も
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。

左
表
は
、
平
成
２４
年
に
県
内
で
検

挙
さ
れ
た
主
な
「
不
法
投
棄
」
と

違
法
な
「
野
外
焼
却
」
の
事
案
で

す
。
不
法
投
棄
の
原
因
者
は
、
撤

去
を
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
重

い
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
農
業
で
発
生
し
た
剪
定

枝
な
ど
の
野
焼
き
は
例
外
と
し
て

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
近
隣
の

生
活
環
境
に
迷
惑
が
掛
か
ら
な
い

よ
う
十
分
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。 　

ま
た
、土
地
を
所
有
す
る
方
は
、

土
地
を
適
正
に
管
理
し
、
ご
み
な

ど
が
捨
て
ら
れ
な
い
環
境
を
保
ち

ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

環
境
課
環
境
係
・
衛
生
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
４
７
・

２
４
５
）

▼不法投棄（一般廃棄物）

検挙年月日 行為者 内容 刑罰内容

Ｈ２４．３．６
男性

(７９ 歳 )

自宅で不要になったベニヤ板等の処分が面
倒になり、それらの廃棄物約 ５２．6㎏を畑で
燃やした。

罰金
４0 万円

Ｈ２４．３．１３
男性

(２２ 歳 ) 
他１名

自宅で不要になった布団・ビニール傘等の
処分が面倒になり、それらの廃棄物約 0．７８
立方メートルを空地で燃やした。

罰金
３0 万円

Ｈ２４．５．１ 女性
(５９ 歳 )

自宅で不要となった段ボール・マット等の
処分が面倒になり、それらの廃棄物約 ３．５
㎏を自宅の庭先で燃やした。

罰金
３0 万円

Ｈ２４．６．７ 男性
(５４ 歳 )

自宅で不要となった段ボール箱等の処分が
面倒になり、それらの廃棄物約 １．７㎏を畑
で燃やした。

罰金
３0 万円

▼野外焼却（一般廃棄物）

※不法投棄情報ながの第 93 号より

※不法投棄情報ながの第 93 号より

環境

～ 

監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化
中 

～

地区 日 時 場 所

中野 １１月１５日㈮
午後６時~

ＪＡ中野市
中野事業所

日野 １１月１８日㈪
午後６時~

ＪＡ中野市
日野事業所

延徳 １１月１９日㈫
午後６時~

ＪＡ中野市
延徳事業所

平野 １１月２0日㈬
午後６時~

ＪＡ中野市
平野事業所

高丘 １１月２１日㈭
午後６時~

ＪＡ中野市
高丘事業所

長丘 １１月２２日㈮
午後６時~

ＪＡ中野市
長丘研修センター

平岡 １１月２５日㈪
午後６時~

ＪＡ中野市
平岡事業所

科野 １１月２6日㈫
午後６時~

ＪＡ中野市
科野事業所

倭 １１月２７日㈬
午後６時~

ＪＡ中野市
倭事業所

豊田 １１月２９日㈮
午後６時~

ＪＡ北信州みゆき
南部支所

　

人
・
農
地
プ
ラ
ン
は
、
農
業
に

関
す
る
「
人
と
農
地
の
問
題
」
を

一
体
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
、

昨
年
１0
地
区
に
お
い
て
策
定
し
ま

し
た
。

　

市
で
は
、
改
め
て
こ
の
プ
ラ
ン

の
説
明
を
行
い
、
各
地
区
の
課
題

に
つ
い
て
、
農
業
者
の
皆
さ
ん
に

ご
検
討
い
た
だ
く
た
め
、
左
表
の

日
程
で
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

懇
談
会
で
は
、
各
種
補
助
制
度

な
ど
、
農
業
振
興
全
般
に
つ
い
て

も
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

農
業
従
事
者
や
そ
の
ご
家
族
、

農
地
を
お
持
ち
の
方
な
ど
大
勢
の

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

農
政
課
農
政
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
５
３
）

▼懇談会の日程など

人
・
農
地
プ
ラ
ン

及
び
農
政
懇
談
会

開催
　

市
で
は
、
農
振
農
用
地
に
農
業

用
施
設
の
建
設
を
希
望
さ
れ
る
場

合
に
必
要
と
な
る
「
軽
微
変
更
申

請
（
農
地
の
用
途
変
更
申
請
）
」

の
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

申
請
を
行
お
う
と
す
る
方
は
、

農
振
農
用
地

農業

事
前
に
農
政
課
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

農
政
課
農
政
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
５
３
）

「
軽
微
変
更
申
請
」を
受
け
付
け
て
い
ま
す



１９ ２０１３．１１広報なかの

税金

「
税
に
関
す
る
作
文
」入
選
作
品
決
定

▼市内入賞者一覧（中学生）

学校名 学年 氏名 題名 表彰の種類

南宮 ２ 柳
やなぎさわ

沢　夏
か の ん

音さん
「日本の将来
のために」

長野県納税貯蓄組合
連合会上申作品

中野平 ３ 関
せき

　隼
と し き

希さん 税金の使い道 信濃中野税務署長賞

高社 ３ 小
こ だ ま

玉　菜
な ほ

穂さん

教科書の
裏表紙をよく
見てください。

信濃中野税務署管内
納税貯蓄組合連合会長賞

南宮 ３ 小
こば や し

林美
み さ き

沙季さん

消費税増税
について
感じたこと

中野市長賞

南宮 ３ 松
ま つ い

井　優
ゆ ま

真さん 税金の大切さ 中野市教育委員会賞

　

１１
月
１１
日
㈪
か
ら
１７
日
㈰
ま
で

の
一
週
間
は
、
国
税
局
と
税
務
署

を
中
心
に
、
全
国
で
「
税
を
考
え

る
週
間
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
信
濃
中
野

税
務
署
管
内
租
税
教
育
推
進
協
議

会
は
、
中
学
生
や
高
校
生
を
対
象

に
税
の
意
義
や
役
割
を
学
ん
で
も

ら
お
う
と
「
税
に
関
す
る
作
文
」

の
募
集
を
し
ま
し
た
。

　

市
内
で
は
中
学
生
か
ら
２
１
７

件
の
応
募
が
あ
り
、
左
表
の
と
お

り
入
選
作
品
が
決
定
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
収
納
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
７
・

２
２
８
）

信
濃
中
野
税
務
署
総
務
課

☎
�
３
１
５
１

公売

差
し
押
さ
え
財
産
を
売
却
し
ま
す

　

市
で
は
、市
税
滞
納
者
に
対
し
、

納
期
内
納
税
者
と
の
公
平
性
を
保

つ
た
め
、
法
律
に
基
づ
き
滞
納
者

の
財
産
差
し
押
さ
え
を
行
っ
て
お

り
、
こ
の
度
、
差
し
押
さ
え
て
い

る
動
産
を
公
売
し
ま
す
。

公
売
日
時　

１１
月
２９
日
㈮　

午
前

１0
時
か
ら

公
売
会
場　

市
民
会
館
４３
号
会
議
室

公
売
の
方
法　

入
札
に
よ
る

公
売
す
る
動
産
（
軽
自
動
車
）

○
ス
ズ
キ　

ワ
ゴ
ン
Ｒ

　

年
式　

平
成
１３
年
式

　

走
行
距
離　

１0
万
５
７
３
０
㌔

　

総
排
気
量　

６
５
０
㏄

　

ミ
ッ
シ
ョ
ン　

マ
ニ
ュ
ア
ル

　

車
検　

平
成
２6
年
１0
月

　

型
式　

Ｔ
Ａ
‐
Ｍ
Ｃ
１
２
Ｓ

見
積
金
額　

１0
万
円

参
加
資
格　

ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
。
公
売
当
日
に
都
合
が
つ

か
な
い
場
合
は
、
代
理
人
の
参
加

で
も
構
い
ま
せ
ん
。

物
件
下
見
会
日
時　

１１
月
２0
日
㈬

午
前
９
時
～
午
後
４
時

下
見
会
場　

中
野
市
役
所
駐
車
場

問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
収
納
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
７
・

２
２
８
）

介護

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
奨
励
給
付
金

▼支給額　　 （単位：円）

要介護 給付額

１ ７０，０００

２ ８０，０００

３ １２０，０００

４ １２０，０００

５ １２０，０００

　

市
で
は
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
を
有
効
に
活
用
し
て
い
た
だ

く
た
め
、
次
の
と
お
り
奨
励
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
者　

　

平
成
２５
年
１１
月
１
日
現
在
で
、

次
の
①
～
④
全
て
の
要
件
に
該
当

す
る
方

①
過
去
１
年
間
、
中
野
市
に
６
カ

月
以
上
住
民
登
録
が
あ
り
、
か

つ
、
「
要
介
護
１
」
か
ら
「
要

介
護
５
」
ま
で
の
認
定
を
６
カ

月
以
上
受
け
、
自
宅
で
生
活
を

営
む
方
（
老
人
保
健
施
設
や
医

療
機
関
に
入
所
・
入
院
し
て
い

る
方
は
、
３
カ
月
以
内
に
在
宅

で
生
活
す
る
見
込
み
が
あ
る
場

合
に
限
り
ま
す
）

②
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
世

帯
に
属
す
る
方

③
中
野
市
重
度
心
身
障
害
児（
者
）

介
護
慰
労
金
事
業
で
の
障
害
者

な
ど
に
該
当
し
な
い
方

④
今
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
間

に
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど

を
利
用
し
て
い
る
方

※
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
利
用
者

は
対
象
外
で
す
。

支
給
額　

下
段
表
の
と
お
り
で
す
。

※
ほ
か
の
軽
減
制
度
の
適
用
を
受

け
て
い
る
方
は
、
軽
減
額
を
控

除
し
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
に
つ
い
て
は
、
１１
月
中
旬
に

通
知
し
ま
す
の
で
、
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

不
明
な
点
や
詳
細
に
つ
い
て
は
、

高
齢
者
支
援
課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係

（
中
野
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
６
５
）


